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○議長（小林哲雄） 

  続いて、議案第３０号 平成２７年度開成町水道事業会計予算の細部説明を担当課長

に求めます。 

 上下水道課長。 

○上下水道課長（熊澤勝己） 

 では、本紙の３３５ページをお開きください。 

 議案第３０号 平成２７年度開成町水道事業会計予算。 

 総則。第１条、平成２７年度開成町の水道事業会計予算は、次に定めるところによる。 

 業務の予定量。第２条、業務の予定量は、次のとおりとする。 

 １号、給水装置個数、７，０２０個。２号、年間総給水量、２００万３，２２７立方

メートル、３号、一日平均給水量、５，４７３立方メートル、４号、主な建設改良事業

費、９，７５３万８，０００円。イ、拡張事業費、８００万円、ロ、増設改良事業費、

８，９５３万８，０００円。 

 収益的収入及び支出。第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 収入、第１款水道事業収益、２億４，０５９万４，０００円。第１項、営業収益、２

億２，０５４万９，０００円。第２項、営業外収益、２，００４万５，０００円。 

 支出、第１１款水道事業費用、２億４，０５９万４，０００円、第１項、営業費用、

１億７，０１８万１，０００円、第２項、営業外費用、３，２３７万、４，０００円、

第３項、予備費、３，８０３万９，０００円。 

 資本的収入及び支出。第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

 （資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額１億１，３５８万５，０００円は、

過年度分損益勘定留保資金１億８０６万円、当年度分資本的収支調整額５５２万５，０

００円で補てんするものとする。） 

 収入、第２款資本的収入、５，３４３万円。第１項分担金、４０３万円、第２項負担

金、１６０万円、第５項企業債、４，７８０万円。 

 支出、第１２款資本的支出、１億６，７０１万５，０００円、第１項建設改良費、８

００万円、第２項増設改良費、８，９５３万８，０００円、第３項企業債･償還金６，６

４７万７，０００円、第４項予備費３００万円。 

 次のページをお開きください。企業債。第５条、起債の目的、限度額、起債の方法、

利率及び償還の方法は、次のとおり定める。 

 起債の目的、配水施設整備事業、限度額、４，７８０万円、起債の方法、利率、償還

の方法は記載のとおりでございます。 

 一時借入金。第６条、一時借入金の限度額は、２，０００万円と定める。 

 議会の議決を経なければ流用することのできない経費。第７条、次に掲げる経費につ

いては、その経費の金額を、それ以外の経費の金額に流用し、又は、それ以外の経費を

その経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

 １号、職員の給与費３，６０５万５，０００円。 

 たな卸資産の購入限度額。第８条、たな卸資産の購入限度額は、９５１万６，０００
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円と定める。 

 平成２７年３月３日提出、開成町長府川裕一。 

 それでは、予算説明資料の７６ページ、７７ページをお開きください。歳入でござい

ます。収益的収入でございます。営業収益、給水収益の水道使用料は、水道使用収益と

して、７，０２０件の６期分を見込んでおります。 

 受託工事収益の給水工事加入金は、受託給水工事加入金として２１１件、口径として、

１３ミリが９５件、口径２０ミリが１０５件、口径２５ミリを１件、増径１０件見込ん

でおります。 

 その他の営業収入の手数料は給水工事設計審査２５７件、開始・中止１，５２０件、

給水工事指定申請１０件、閲覧交付手数料２１０件と、下水道料金徴収などの手数料を

見込んでおります。 

 ２段飛ばしまして、他会計負担金、消火栓維持管理費として３７８基の管理費を計上

しております。 

 営業外収益、預金利息は定期預金、東京都公募債、横浜市債、かながわ県民債に係る

預金利子でございます。 

 長期前受金戻入益は、減価償却額のうち補助金で取得しました部分の戻入益でござい

ます。 

 １段飛ばしまして、資本的収入です。分担金は、下水道工事に伴います配水管布設替

工事３件に係る分担金になります。 

 負担金の他会計負担金は、消火栓設置１カ所、消火栓ボックス交換２カ所に係る負担

金です。 

 企業債は、配水管敷設工事等を行う、配水施設整備事業の起債でございます。 

 次の７８、７９ページをお開きください。歳出になります。 

 収益的支出になります。営業費の原水浄水配水及び給水費は、原水浄水配水及び給水

に関する経費で、水質検査、滅菌装置保守点検、電気設備保安等の委託、配水管漏水調

査委託、漏水当番経費や給・配水管の維持管理、高台第一第二浄水場緊急遮断弁の点検、

高台第二浄水場次亜塩素注入ポンプの点検整備工事等を行うものでございます。 

 受託給水工事費は、舗装の復旧、緊急工事費など、給水工事に関する経費の支出をす

るものでございます。 

 総係費は、職員の給与や水道事業事務運営上全般に要する経費で、テレメータの回線

利用による浄水場施設の監視や現在使用しています企業会計システムの保安料等でござ

います。 

 有形固定資産償却費は、有形固定資産の減価償却経費でございます。 

 資産減耗費は、有形固定資産の除却経費でございます。有形固定資産償却費、資産減

耗費につきましては、実際の支出はありません。 

 １段飛ばしまして、営業外費用の支払利息、水道事業債４６件に係る利子返済を行う

費用でございます。 

 消費税は、水道事業に係る消費税、地方消費税の確定申告、中間申告を行う費用でご
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ざいます。 

 雑支出は盗難や災害による少額の営業外経費の支払いを行うもので、前年と同額でご

ざいます。 

 予備費は、３，８０３万９，０００円でございます。 

 続きまして、資本的支出です。建設改良費の拡張事業費は、町道１１９号線配水管布

設工事を行う費用でございます。 

 増設改良費の配水施設整備工事費は、職員の給与や、下水道工事に伴う配水管布設替

工事３件と消火栓既設管設置１カ所、消火栓ボックス交換工事２カ所、浄水場改修工事

３件等を行うものでございます。 

 メータ費は、８年経過した給水メータの交換工事及び給水メータの購入を行う費用で

ございます。 

 企業債償還金は、水道事業債４１件に係る元金返済分でございます。 

 予備費は昨年と同額３００万円を計上しております。 

 恐れ入りますが、予算書の３４１ページをお願いします。平成２７年度開成町水道事

業予定キャッシュ・フロー計算書（平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日まで）

です。 

 １の営業活動によるキャッシュ・フローです。（１）当年度純利益の３，２２６万７，

６７３円と、（２）の営業活動から得た現金預金への当年度純利益の調整のイ、有形固

定資産減価償却費からホの営業活動以外による資産及び負債の増減額まで加えました、

小計、下の欄になりますけれども、１億３，９６８万７，４８２円に、受取利子及び配

当金受入額、支払利息及び企業債取扱諸費の支払額を加えた金額が、営業活動から得た

現金預金（純額）として、１億１，４６５万８，４８２円となります。 

 次に、投資活動によるキャッシュ・フローです。（１）の固定資産の取得による支出

（建設改良費）から（６）の投資活動に伴う現金預金の調整額まで、投資活動から得た

現金預金（純額）は、８，６３８万２，５２０円のマイナスとなります。 

 財務活動によるキャッシュ・フローです。（１）の企業債の発行と、（２）の企業債

の償還の合計が財務活動から得た現金預金（純額）となり、１，８６７万７，０００円

のマイナスとなります。 

 平成２７年度におけます、現金預金及び現金等価物増加額・減少額は、１の営業活動

から得た現金預金（純額）、２の投資活動から得た現金預金（純額）と、３の財務活動

から得た現金預金（純額）の合計、９５９万８，９６２円の増額となります。 

 現金預金及び現金等価物の期末残高は、４億８，８８３万４，５３１円となります。 

 次に、３４６ページをお開きください。平成２６年度開成町水道事業予定貸借対照表

（税抜き）の平成２７年３月３１日付けの予定でございます。 

 資産の部。１の固定資産は、（１）有形固定資産、イの土地からトの建設仮勘定まで、

有形固定資産合計２７億１，８０９万８，３６５円。 

 （２）の無形固定資産は、電話加入料としまして、２１万３，０４０円。 

 （３）投資その他の資産としましては、リサイクル預託金としまして、９，１３０円。 
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 固定資産合計として、２７億１，８３２万５３５円です。 

 ２の流動資産は、（１）の現金預金から（３）の貯蔵品まで流動資産合計が５億１，

２８８万３，８０６円となり、資産合計としまして、３２億３，１２０万４，３４１円

です。 

 次のページをご覧ください。負債の部です。３の固定負債は、（１）の企業債と、（２）

の引当金、イの修繕引当金で、固定負債合計が１０億６，４６４万７，９９５円でござ

います。 

 ４の流動負債は、（１）の一時借入金から（４）の引当金まで、流動負債合計が７，

９５４万３，７７１円です。 

 ５の繰延収益は、（１）長期前受金、イの国県補助金、収益化累計額からホの受贈財

産評価額、収益化累計額まで、繰延収益合計は５億５，２９１万７，６５７円で、負債

合計としまして、１６億９，７１０万８，５２３円です。 

 次のページをご覧ください。資本の部です。 

 ６の資本金は、（１）自己資本金が、イの固有資本金からハの出資金まで１２億４，

４３６万２，６９８円。 

 （２）の借入金資本金のイ、企業債は、制度改正により、平成２６年度から全額負債

の部へ移管したため、ありません。資本金合計として、１２億４，４３６万２，６９８

円です。 

 ７の剰余金は、（１）の資本剰余金が、イの国県補助金とロの他会計補助金、合計あ

わせまして、８，６６９万８，４００円です。 

 （２）のその他資本剰余金は、イの他会計負担金からハの受贈財産評価額まで、１，

４１０万４，６９２円です。 

 （３）の利益剰余金は、イの建設改良積立金からニの目的充当済未処分利益の剰余金

まで、１億８，８９３万２８円となり、剰余金合計が、２億８，９７３万３，１２０円、

資本合計としまして、１５億３，４０９万５，８１８円。 

 負債資本合計としまして、３２億３，１２０万４，３４１円でございます。 

 次の３５０ページをお開きください。今度は、平成２７年度、開成町水道事業予定貸

借対照表（税抜き）の平成２８年３月３１日付けの予定でございます。 

 資産の部。１の固定資産は、（１）の有形固定資産、イの土地からトの建設仮勘定ま

で、有形固定資産合計、２７億１９１万１，８４９円。 

 （２）の無形固定資産は、電話加入料としまして、２１万３，０４０円。 

 （３）の投資その他の資産としましては、リサイクル預託金としまして、９，１３０

円、固定資産合計としまして、２７億２１３万４，０１９円です。２の流動資産は、（１）

の現金預金から（３）の貯蔵品まで、流動資産合計が、５億２，７７７万２，１４７円

となり、資産合計は３２億２，９９０万６，１６６円です。 

 次のページをご覧ください。負債の部です。３の固定負債は、（１）の企業債と（２）

の引当金、イの修繕引当金で、固定負債合計が１０億４，５９７万９５円です。 

 ４の流動負債が、（１）の一時借入金から（４）の引当金まで、流動負債合計が７，
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９２３万６，９５９円。 

 ５の繰延収益は、（１）の長期前受金のイ、国県補助金、収益化累計額から、ホの受

贈財産評価額、収益化累計額まで、繰延収益合計５億３，８３３万５，６２１円で、負

債合計として、１６億６，３５４万２，６７５円です。 

 次のページをご覧ください。資本の部です。６の資本金は、（１）自己資本金が、イ

の固有資本金からハの出資金まで、１３億４，３１５万９，９８２円。（２）の借入資

本金はありません。 

 資本金合計として１３億４，３１５万９，９８２円。 

 ７の剰余金は、（１）の資本剰余金が、イの国県補助金とロの他会計補助金を合わせ

まして、８，６６９万８，４００円。 

 （２）のその他資本剰余金は、イの他会計負担金からハの受贈財産評価額まで、１，

４１０万４，６９２円。 

 （３）の利益剰余金は、イの建設改良積立金からニの目的充当済未処分利益の剰余金

まで１億２，２４０万４１７円となり、剰余金合計が２億２，３２０万３，５０９円、

資本合計としまして、１５億６，６３６万３，４９１円。 

 負債資本合計としまして、３２億２，９９０万６，１６６円でございます。 

 次の３５４ページをお願いします。平成２６年度開成町水道事業損益計算書（税抜き）

見込みで（平成２６年４月１日から平成２７年３月３１日まで）でございます。 

 １の営業収益としまして。（１）の給水収益から（３）その他の営業収益まで、２億

６４万１，９５７円。 

 ２の営業費用としまして、（１）の原水浄水配水及び給水費から（６）の材料売却原

価まで、１億６，５８８万１，１２１円。営業利益としまして、３，４７６万８３６円

です。 

 ３の営業外収益としまして、（１）受取利息及び配当金から（５）の雑収益まで、２，

０８５万７，０５２円。 

 ４の営業外費用としまして、（１）の支払利息と（２）の雑支出までが２，８２７万

１，１７６円です。したがいまして、営業外費用はマイナスの７４１万４，１２４円と

なります。 

 ５の特別損失としまして、（１）の過年度損益修正損と（２）のその他特別損失あわ

せて、１９５万１，０００円の損失となります。 

 経常利益としまして、２，５３９万５，７１２円となり、当年度純利益としまして、

２，５３９万５，７１２円を見込んでおります。 

 前年度繰越利益剰余金として、３，１６２万７，０３２円、目的充当済未処分利益剰

余金として、８，３７９万７，２８４円、当年度未処分利益剰余金としまして、１億４，

０８２万２８円の見込みとなっております。 

 次のページをご覧ください。 

 ３５６ページです。注記でございます。内容としましては、昨年と大きく変わってい

ませんが、まず、１の重要な会計方針です。 
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 平成２６度より、改定後の地方公営企業会計基準を適用して、財務諸表等を作成して

おります。 

 （１）の固定資産の減価償却の方法から、（３）の消費税及び地方消費税の会計処理

につきましては、記載のとおりでございます。 

 ２、予定キャッシュ・フロー計算書等関連としまして、該当はありません。 

 ３の予定貸借対照表等に関する注記の（１）みなし償却制度の廃止に伴う経過措置に

関する事項です。こちらにつきましては、平成２６年３月３１日において、償却資産の

取得又は改良に充てるための補助金等で資本剰余金に整理している額については、平成

２６年３月３１日以前に取得または改良した資産で、補助金等の対応関係を個別に把握

できる資産を除いた全ての資産（ただし、補助金等を充てずに取得または改良したこと

が明らかな資産は除く。）を対象とし、按分等の方法を用いて合理的に整理している。 

 当該償却資産はみなし償却規定を適用していなかったため、末償却部分等について長

期前受金及び利益剰余金に振り替えている。 

 （２）の引当金のとりくずしです。イ、賞与引当金、法定福利費引当金の取崩し、平

成２７年６月に、賞与及びこれに係る法定福利費を支出するため、平成２６年１２月か

ら平成２７年３月分に当たる賞与引当金１１７万円及び法定福利費引当金２１万５，０

００円を取り崩す。 

 ４、その他の注記としまして、新会計基準移行に係る経過措置としまして、修繕引当

金に関する経過措置。 

 平成２６年３月３１日以前に引き当てられたものについては、引き続き従前の例によ

り取り崩すこととする。 

 説明は以上でございます。 

○議長（小林哲雄） 

 以上で議案第３０号 平成２７年度開成町水道事業会計予算の説明を終了いたします。 

 以上で本日の日程は終了いたしました。 

 ５日目の会議は、来週３月１０日午前９時から行います。 

 本日はこれにて散会いたします。お疲れさまでした。 

                    午前１１時１８分 散会 

 


